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社会福祉法人 やまと福祉事業団 

令和 7 年度 事業計画 

はじめに 

 社会福祉法人基礎構造改革により、措置から契約制度への

転換がはかられ、また、改正社会福祉法が成立・施行された

ことにより、社会福祉法人に対する経営組織のガバナンスの

強化や事業運営の透明性の向上、財務規律の強化などが求め

られました。 

 さらに、地域共生社会の実現に向け、社会福祉法人が主導

的な役割を果たしていく必要があります。 

 団塊の世代が後期高齢者となり、人口の約 30％を高齢者が

占めると推計されている。特に、認知症高齢者の増加や医療

費の増大に伴う財源確保の問題、介護等従事者の人出不足等

の課題にどう取り組んでいくのかが重要な問題になる。 

 また、各地域において、障がい児・者への地域生活支援や

就労定着支援の推進、重度障がい児・者への医療・介護ニー

ズの確保が求められる。 

 さらに、妊娠期から子育て期までの切れ目のない子育て支

援の充実や、子どもの減少を背景とした保育施設の量的ニー

ズから質的ニーズの変化への対応等を図る必要があります。 

 出生推計によっても、子どもの数の減少は続き、高齢者数

はピークを迎え、それを支える生産年齢人口は急減するとさ

れていることから、持続可能な社会保障のあり方が大きな問

題なると指摘されています。 

 そのような中、障がい児・者をはじめ、高齢者や子育て世

代の女性等による多様な就労・社会参加の促進や、テクノロ

ジーの活用等による医療・介護、その他福祉サービスの適切

な確保等が課題となる。 

また、社会構造の変化により、福祉の枠を超え、新たな社

会課題等が顕在化すると推測される中、地域社会の担い手と

して高い公益性と非営利性を兼ね備えた「社会福祉法人」へ
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の期待がいっそう高まることが考えられます。 

 我が国では、貧困、虐待、孤立死、自殺、DV（家庭内暴

力）等の被害、ホームレス、ニートなど、深刻な福祉、生活

課題が噴出すると共に、これらの課題が複雑化し、問題の解

決が難しくなっています。 

 これらの問題は、既存の公的な制度のみだけでは対応する

ことは難しく、包括的・重層的な支援体制の構築が求められ

ています。 

 私たちは、法人の目指す姿の実現に向けて、社会福祉関係

者、地域住民、ボランティアだけでなく、地域社会のありと

あらゆる構成員が「我が事・丸ごと」の意識を醸成できるよ

うな取り組みが期待されています。 

 経営管理体制の強化や事業運営の透明性の向上に努めると

共に、非営利法人としての公益性を発揮し、社会の期待に応

える必要があります。 

 また、社会福祉法人の原点に立ち返り、制度が対応できな

いニーズに対しても、障がい福祉サービスの専門性を更に高

めることで確実に対応してまいります。 

 また、福祉業界を魅力ある業界にするため、全職員が働き

がいのある職場組織にしていくために、種別や制度といった

様々な枠を乗り越えた組織の実践が求められます。 

 少子高齢化や労働人口の減少など、地域や社会構造の変化

は、社会福祉法人の事業継続に大きな影響を与えており、社

会福祉法人が地域のニーズに応え、福祉サービスを提供し続

けるための基盤強化が課題となっています。 

 変わりゆく時代を見通し、地域共生社会の実現に向けた今

後の社会福祉法人の事業展開を考えなければならない。 
特に、共通の課題である、福祉人材の確保・育成・定着に関する取

り組み、社会福祉法人に求められている地域における公益的な取り組

みの検討、今後、30 年以内にマグニチュード 8 から９の南海トラフ巨

大地震が 70～80％の確率で発生すると予想されており、災害に備えて

の対策、それに法人のガバナンス強化と経営及び本部機能の在り方等

を意識した活動を推進します。 
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法人は、本年７月で平成 13 年 7 月の創設から、丸 24 年を迎えるこ

とになります。その活動は、暮らしを守る「福祉の原点に立ち」コロ

ナ禍により急増した生活課題への対応策と、新たなアイデアや工夫を

取り入れた新しい障がい児・者福祉の実践を模索し、これまでの「歩

みをとめない」ための具体的な方策を講じていきます。 

私たちのこうした活動が、地域の人々や世論の理解と共感を得て 

障がい児・者一人ひとりが自身の存在の価値を実感し、様々な人と共

に支えあいながら生きていくことの喜びを分かち合える社会や、生活

実現への一歩になることを信じ、法人組織が一体となって事業・活動

を推進するため、ここに、令和7年度事業計画を定め、引き続き知的・

発達障がい児・者の福祉の向上に一層努力する所存であります。 

 

実施計画 

１． 法人本部 
 

（１） サービスの質の向上（信頼と安心のサービス） 

   前年度に引き続き、社会福祉法人の責務に鑑み、地域福祉の拠点

施設として、更なる法人の機能強化に向け、積極的な事業展開を図

ります。 

重点目標としては、 

① 多動や他傷性のある重度障がい児・者などで、危険を防止 

するための対応や支援の必要な重度利用者にあっては、支援 

方法や体制について、十分な配慮と検討を行う。 

② 就労継続支援（B 型）・就労移行支援の取り組みを通して、 

障害者の就労の方向性について検討する。 

③ グループホームや通所サービス等、障がい者の生活全般に 

ついての検討や相談支援事業の強化等、今後の支援の方向性 

を纏める。 

④ 青色防犯パトロール隊の活動を継続すると共に、更なる地 

域貢献活動として、地域住民のニーズや意向を把握しながら、 

プラスワンの新たな貢献を推進するなど、活動を強化する。 

⑤ 首都圏直下型地震や南海トラフ・火山の噴火などの大災害 

の発生の懸念が指摘される中、また、感染症等の予防をしな 

がら「できること、できる方法」を生み出す、障がい児・者 

福祉の本領を発揮する時だと考え、利用者の安心、安全の確 

保と事業の継続について万全の対策を講じる。 

また、市町村の防災計画と連動した災害時の支援・応援・ 
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体制を構築する。 

 

（２）財務基盤の安定化 

利用者へのサービス提供基盤をより強固にするためには、財政の 

安定など、利用者の安心感が得られる充実した環境づくりが重要で 

ある。 

これまで、通所者やグループホーム体験利用者への利用促進への

様々な角度からの働きかけ等により、また、児童発達支援事業・放

課後等デイサービスの積極的な展開により、同事業での利用者の増

加に伴って、デイケアの利用者も増加した結果、給付費の伸びが前

年度比で、毎年約 18％位の伸びを示しておりましたが、コロナ禍

の令和 6 年度は、前年度に比べ若干の落ち込みが見られた。 

これに対し、人件費は、ここ 6 年間は、収入のほぼ 6５％前後で 

推移するなど、ほぼ適切な水準に収まっております。 

  今後共、これらの事業を堅実に拡大しつつ、給付費等の増収も図

り、安定的な事業運営の持続及びコストマネジメントの徹底と創

意工夫につとめ、更なる財務基盤の安定のため、全役職員が一丸と

なって取り組みます。 

 

（３）有能な人材確保と育成 

   社会福祉法人には、質の高い障害福祉サービスを安定して継続的 

に、提供することが求められている。それを担うのは、偏に人材で 

あり、将来の法人の姿を考えると、法人の成長は「人材の育成」に 

かかっていると云っても過言ではありません。 

法人理念を基本とした新人、中堅職員の育成はもとより、法人 

運営の中枢となる職員や、施設長等の次世代リーダーの育成は急務 

であります。 

先の報酬改定でも示されたように、良質な人材の確保と障害福祉

サービスの質の向上を促す観点から福祉専門職の配置割合が高い

事業所を評価できる新たな区分を創設するなどの見直し措置が図

られました。 

障がい者福祉のスペシャリストとして、時代と社会のニーズに対

応できる人材がこれまで以上に求められることから、業務への取り

組み意識を改革し、職員の資質の向上を図るため、人材育成を目的

とした内外研修等を引き続き実施します。 

 
 

（４）人事制度・法人の組織強化 
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「活力と持続的発展性のある組織づくり」    

   各事業所の利用者の円滑な支援に向けて、これまで同様に適正

な人の配置ができるよう法人の更なる組織強化を進める。 

また、少子高齢化に伴う障がい福祉制度の変革を見すえて、福 

祉人材の確保が難しくなる状況を勘案した人員確保の方策を明確 

にした経営モデルを構築する。 

人事制度については、人事考課を昇・降任に反映するため、法 

人としての人事情報管理を開始し、給与表の見直しを行う。 

職員は自覚して自己啓発をし、上司は責任を持って部下を育成 

する風土を醸成し、利用者への最良の支援を実現する。 
 

（５）働きかた改革「働きやすい職場づくり」 

介護など福祉業界は、離職率が高く人材確保が困難と云われて

いますが、当法人では、これまで、成人分野・児童分野共に、若

干の出入りはありましたが、定着率は、年間を通じて良好ではあ

ります。 

しかし、ここ令和 6 年度末に来て、若干の出入りはあったもの

の、中心となる職員はほぼ定着安定しつつあります。 

過去の経験を活かし、長時間労働や・メンタル不調の防止を図

り、安心・安全な職場として職員の定着と業務のベストパフォー

マンスが発揮できる職場環境を目指し、先ず、取り組んだのが

「NO 残業」でした。 

職員に「定時には、パソコンの電源を落として」定時に退社す

ること。遅くとも、定時から 30 分以内には、完全退社するよう

に徹底します。 

それでも、残業を余儀なくなった場合には 

① 残業する仕事の計画を立てる 

② 作業時間を決めて承認を受ける 

③ 無駄をなくし、時間を厳守する 

ことを条件として、上司の伺いを立てるよう指示し、既に、その

旨を各事業所に掲示しているところであります。 

 また、法令に従いこの度の働き方改革の目玉である年次有給休

暇の最低 5 日以上の取得についても全員消化しており当然ながら

働きやすい環境情勢になりました。 
 

（６）事業の進捗状況の点検把握と改善。 

それぞれの事業の着実な実現に向け、その推進状況を評価するた 

め、今後の目指すべき姿を示した指標を設定し、その進行や達成状
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況等について点検を行い、進捗状況の把握に努め、現状と課題、今

後の方向性について適切な指導あるいは指示をこまめに行い改善

につとめます。 
 

（７）コンプライアンスの徹底遵守及び苦情解決のしくみと危機管理体 

制の整備。 

障害福祉サービス利用者の適切なサービス利用及び権利擁護を 

目的に、事業者として、常にその提供する障害福祉サービスにつ 

いて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めるため、その仕組み 

において、社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮し 

た適切な対応を促進してまいります。 

   併せて、法人、組織体制の点検を行い、運営を確固たるものとす 

るため危機管理体制を整備・確立し、利用者から信頼され、安心さ 

れる体制を構築します。 

   また、障害児・者の人権を対象としたすべての方々の人権を擁護 

するとともに、個人情報の保護を含むコンプライアンスの遵守を徹 

底的に実行します。 

  更には、東日本大震災より間もなく、14 年が経過しますが、来

るべき東南海地震や首都直下型地震等への防備として、災害時の

要援護者への支援の在り方や、地域の防災対策における施設・事業

所の福祉避難所としての在り方等について引き続き検討を行うと

ともに、大規模災害に備え、既に、橿原市と法人との間で、改めて

当法人の生活介護事業所（友の室）と橿原市民間福祉施設一時避難

所として「災害発生時に民間福祉施設等が行うよう配慮者の受け

入れ協力に関する協定書」を締結しております。 

引き続き、令和２年５月に移転した福祉型児童発達支援センター

「なら子ども発達支援センターふぁ～すと」も災害発生時に民間福

祉施設等が行うよう配慮者の受け入れ協力施設として、橿原市との

協定締結を行い、平時からの防災体制及び災害発生時の効果的な支

援体制の強化構築を目指します。 
 

（８）地域社会への貢献（地域住民や関係機関･団体等との連携の促進 

強化。） 

 令和 2 年 6 月に「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の 

一部を改正する法律」が公布され、社会福祉法人の「連携・協働・ 

合併・事業譲渡」など、社会福祉法人の事業展開が取り上げられる 

ようになりました。 

 その背景要因は、社会福祉法人改革です。地域における公益的な 
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取り組みを実施する責務が定められ、各地で複数の法人が連携・協 

働して責務を果たそうとする動きが始まったことが事業展開の検 

討の背景要因と考えられます。 

 人口減少や急激な高齢化、地域社会の脆弱化によって、地域の福 

祉ニーズが多様化・複雑化し、従来のように福祉各法で想定する典 

型的な福祉ニーズに対して縦割りでサービスを供給するのでは、対 

応が困難になり、地域のニーズを起点に制度別のサービスや制度外 

のサービスに横櫛を通すことが求められっている。 

 その次は、2040 年問題です。人口減少社会、そして急速な高齢 

化に伴って、現役社会である生産年齢人口の割合が急激に減少する 

ことが予想されます。 

その中で社会にある「人・モノ・カネ」の諸資源を効率的かつ効 

果的に活用するため、ICT「※」やロボットなどだけでなく、福祉 

サービスの供給メカニズムの抜本的な見直しが求められ、連携・協 

働化・大規模化が、有望な手段だと期待されています。 

 当法人としては、このような社会福祉法人の事業展開の検討には 

至っていませんが、身近な活動として、既に実施しています「青色 

防犯パトロール隊」の活動を手始めに、地域に根ざした開かれた法 

人施設として、今後とも地域住民との良好な関係や、関係団体・機 

関、その他社会資源などとも密接に連携し、相互の信頼と協力によ 

り、所期の目的達成に努める所存です。 

 

 

 

 

 

 

 

２． 各事業について 
「補足資料：別表・現状と課題、今後の方向性」参照 

 

（１） 生活介護事業所「友
とも

の室
へや

」の取り組み 

利用者が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよ

う、排泄及び食事の援助、創作的活動又は生産活動の機会の提供

や、その他利用者一人ひとりの障がい特性に応じた、必要な支援

を適切かつ効果的に行うことを本事業の基本としています。 

 ※ICT とは、「Information and Communication Technology」の略称で、

「情報通信技術」と訳されている。ICT は、電気、電子、磁気、電磁波な

どの物理現象や法則を応用した機械や器具を用いて情報を保存、加工、伝

送する技術のことである。ICT は、デジタル化された情報通信技術であり、

インターネットなどを経由して人と人をつなぐ役割を果たしている。 
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支援については、ケアマネジメントの手法を用いており、利用

者本人の日中活動の場として充実を図るため、引き続き必要な社

会資源の開拓と創出、地域との連携を図ります。その為に必要な

活動として、 

① 屋内活動では軽作業や創作的活動、野外活動では農作業など幅

広い活動をバランスよく取り入れます。日常生活の面でも最低限

の生活スキルを習得する為、それぞれの利用者に合った個別支援

を行います。 

② 日常生活に必要な社会との関係を身につける為、本人のニーズ

や適性に応じて、活動の場の出張先である「ゆうゆ～今井」を活

用し、一般のお客様を対象とした販売会の機会を設け、地域の

人々との交流・啓発を図ります。 

また、ポスティングや古紙・金属等の再資源回収作業、近隣店

舗での食事会や買い物体験も地域社会につながる重要な活動と

位置づけ、積極的な取り組みを行っています。 

③ 地域参加に繋がる活動としては、地域の行事やイベントへの参

加、運動活動では県スポーツ協会主催の「奈良県障がい者スポー

ツ大会」等へ参加します。利用者の特性・個性に合わせた班分け

を進める中で、文化的活動への出展にも積極的な取り組みが出来

ており、令和６年度にも４年連続となる「障害者作品展」優秀賞

をいただく事が出来ました。今後も各利用者の得意な分野で様々

な活動へ参加ができるように環境を整えます。   

④ 地域への社会貢献活動・公益事業に位置づけ実施しております

「青色防犯パトロール」、SDGｓへの取り組みとして行っている

「地域清掃ボランティア活動」「麦ストローの製造・販売」も引

き続き、職員・利用者と共に日中活動の中で鋭意取り組んでいき

ます。 

日々の活動では、幅広い層の利用者が友の室を利用されている

事から、利用者本人の身体面や精神面を観察し、年齢や障がい特

性を十分に把握した上で、利用者本人のニーズと適性を軸に、班

編成を組み、課題の酷似したグループ単位での個別支援を原則と

します。 

特別支援学校から職場実習生を定期的に受け入れる事で、事業

所の活動の理解とご家族様への安心感にも繋げ、数年先を見越し

た取り組みも行っています。 

本人にとって適切な援助を行う事で意思表示や自己選択を行

えるような 環境を整え、活き活きと活動出来る事業所として取



9 

 

り組んでいきます。 

（２）西和地区「上牧町内」の生活介護事業所等新規建設について 

    当法人の放課後等デイサービス事業のうち、西和地域上牧町に 

展開のファミリーサポートせいわ「大地」については、定員を遥 

かにオーバーしており、その殆どが、香芝市・上牧町を中心とす 

る奈良県立西和養護学校の児童・生徒であり、卒業後の進路につ 

いても 8 割が生活介護事業の利用を希望されており、生活介護事 

業所への通所希望が多い状況にあります。 

  このことから、昨年６月の理事会・評議員会において、「上牧町 

大字上牧」における3筆の用地につき、現地視察の上承認を頂き、 

放課後等デイサービス事業所並びに生活介護事業所の併設での 

建設計画で進めてきました。 

 しかし、上牧町内での建設であり、養護学校卒業生は別とし 

て、就学時の放課後等デイとなれば、上牧町の利用者数が多けれ 

ば、自治体の同意は得られ易いが、令和７年度は、３事業所「大 

地・大地の森・宇宙」の利用定員にバラツキがあることから、３ 

事業所の利用定員を平均的に満たす作業が必要となります。 

 よって、本年度は、生活介護事業と放課後等デイサービス事業 

との併設ではなく、「友の室」同様に生活介護事業と多くの親御さ 

んが求め・望んでおられる西和地区に無い、児童の短期入所を併 

設する方が今のニーズに合致しているとの判断から、当初企画し 

た生活介護と放課後等デイサービス事業の併設を変更し、生活介 

護事業と放課後等デイサービス事業との併設で、設計変更しまし 

た。 

しかし、地権者との契約は、農地法の転用を停止条件とする 

売買契約を締結し、その所有権移転の時期を、本年６月末として

いることから、今後の見通しとして、近々に条件をクリアするの

は無理な状況にあることから、向こう一年間の期限再延長の変更

契約が必要となり、仲介業者を介して契約期間の変更を申し入れ

るところであります。 

 

（3） かしはらワークス「多機能事業所（就労移行支援）（就労継続支

援・B 型/被雇用型）」 

 

一般企業に雇用されることが困難な障害のある人が、就労す 

るにあたり必要な知識や能力の向上を図り、実習や職場探しを 

通じて、企業などへの雇用を目指した支援を行います。比較的 
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障害が軽度な方の就労に向けた活動の場を事業展開し、雇用に 

向け養護学校卒業生の進路として名乗りを上げることが課題で 

あります。 

第一に、利用者への工賃向上が課題として挙がっています。 

「ミニレストランまぁぶる」・「お菓子工房実ん都」各店舗の認知 

度を上げるため、インスタグラムを用いた SNS の発信や、道の 

駅・販売会等への店舗外販売に力を注ぎます。具体的には「ミ 

ニレストランまぁぶる」では近隣住宅への宅配弁当の開始、「お 

菓子工房実ん都」では橿原市以外における新規販売会への参加 

を目標に掲げています。新規事業・販路拡大を試み、「ミニレス 

トランまぁぶる」・「お菓子工房実ん都」での売上を増やし、結 

果、工賃向上に繋がるよう、取り組んで参ります。 

次に、就労継続支援Ｂ型事業の活動内容としましては、染色 

講師の中居公子様の指導の下、布草履の鼻緒の染色技術や作品 

展など、利用者が染色技術を学び、「ゆうゆ～今井」での販売を 

はじめ、生き生きと働く場があることで、地域に根付いていけ 

るように活動していきます。 

就労移行支援事業におきましては、移行後の働く姿を見通し 

た活動に取り組みます。調理作業や焼き菓子等の加工、商品管 

理や配達・納品、「まぁぶる」「実ん都」「軽作業」での活動全 

般、「給食センター」での作業を利用者の特性に合わせて行いま 

す。 

利用者の入所に関して、令和７年度卒業予定の養護学校学生 

で「かしはらワークス」入所希望の方がいます。令和６年度と 

同様、実習や体験を通じた当法人での活動を積極的にアピール 

し、その学生に「選ばれる事業所」となるよう、取り組みに邁 

進します。 

また、地域での取り組みとして「就労支援事業所説明会」が 

令和６年度より新しく始まりました。地域に浸透した事業所作 

り・事業所紹介を行い、利用者数が１人でも多くなるよう、さ 

まざまな所にかしはらワークスをアピールして参ります。 

 

（4） 共同生活援助事業・短期入所事業 

  「ビレッジまほら(A 棟・B 棟・うねび)」 

  「ビレッジまほら(短期入所)」 

  「うねび(短期入所)」 

障がいのある方が自立した生活を送れる様に家庭的な雰囲気の
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中で食事・入浴・排泄などの日常生活の支援を提供しています。 

   現在、ビレッジまほら A 棟 18 名・ビレッジまほら B 棟 7 名・ 

  うねび 2 名が入居して日々、グループホームで共同生活を送ってい

ます。 

   その他、体験利用・短期入所のサービスを利用している利用者は

成人で 10 名、特別支援学校の生徒 4 名については短期入所での受

け入れを行っており入居へも繋がっています。また、令和 7 年 4 月

以降はまほら 1 名・うねび 1 名の新規入居者を予定しています。 

   各グループホームの居室は全て個室で利用者のプライベートな 

空間は確保され、各利用者がそれぞれの余暇時間を過ごしています。 

食堂・リビング・浴室・トイレなどの共用スペースについては職

員の手により常に清潔が保たれています。 

   まほら A 棟・B 棟ではバリアフリー・耐震化・エレベーター設

置・非常階段設置等を行っており、今後の重度・高齢化と災害に対

して備えると共に、人員配置については夜間の見守り職員を配置す

るなど手厚い対応と、設備・人員面の両方で万全の支援体制を確保

しています。 

法人として利用者のニーズに対して適切なサービスを提供する

事により利用者の生活を 24 時間・365 日支えていく事が社会福祉

法人の役割だと認識して今後も事業展開を推進する所存でありま

す。 

   
 

（5）福祉型児童発達支援センター 

なら子ども発達支援センターふぁ～すと 
 

    当センターは、開設から間もなく 6 年を迎えますが、引き続

き奈良県下中南和地域の中核の療育センターとして、その機能

を強化し、地域の療育支援事業所全体の質の底上げに寄与でき

る取り組みを、地域の障害児の発達支援の入り口として、保

健、子育て、教育、福祉等の関係者と医師、当センターの相談

支援専門員、公認心理師等の専門職とも連携して、子どもの発

達相談や家族支援を適切に行うなど、適切・必要な療育支援に

つなげていきます。 

    また、通所による療育センターとして定着してきました「親

子通園」「毎日通園」「並行通園」「個別訓練」の療育支援を希望

する家族や希望者が徐々に増え、利用登録者数が 90 名と増加し

てきました。橿原市は勿論の事、奈良県障害者総合支援センタ
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ーのドクターからの紹介、各市町の担当課や保健センター、相

談事業所の他に、幼稚園、保育園の方からの勧めや紹介、口コ

ミ等による問い合わせも増えてきています。 
 

① 「親子通園」 

    発達障害や、発達性共同障害のお子さんが早期に診断を受け 

られるケースが増え、１歳児からの参加も増えてきています。 

早期療育のスタートとして、親子での通園で、子どもの発達 

について知り、積極的に受けに来られる保護者が増えていま 

す。 

また、保育園、幼稚園では集団生活が難しく、退所して来ら 

れるケースもあり、「毎日通園」へと移行されています。 

 

② 「毎日通園」 

    集団生活が困難で言葉の遅れや軽度の知的障害、自閉症スペ 

クトラムの未就学児で基本的な生活習慣がつきにくく、丁寧な 

個別支援が必要な未就学児が対象で、保護者の中には就労して 

いる方が多いです。毎日の決まった安心できる環境の中で小集 

団の中で発達を促していきます。 

    コミュニケーションが取りにくい、言葉がなかなか出にくい 

等のことが、毎日の療育の中で成長が見られ、日々療育の大切 

さが保護者にも伝わって「毎日通園」を希望される保護者が増 

えました。特に年３回の参観日、誕生会、夏祭り、運動会、遠 

足、卒園式等様々な行事もあり、給食の提供も好評です。食事 

の偏食で悩んでいる事が多く、食育としても勧められていま 

す。 
 

③ 「並行通園」 

    幼稚園、保育園に通園されている未就学児が小集団で支援を 

受けています。園生活でなかなか集団の中に入りにくく、困難 

さがあるお子様も、自己肯定感が持てる様になってきていま 

す。 

保護者支援として送迎も行っており、１昨年度より、幼稚 

園、保育園の先生から連携を兼ねて「ふぁ～すと」での様子を 

視察して貰うなどの連携を深めています。 
 

④ 「個別訓練」 

    作業療法士による感覚統合訓練、ST による言語訓練は未就学 

児の訓練として定着しています。作業療法士による机上 OT が 
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始まり、その専門性から微細訓練として人気があり、お子様の 

発達の段階や支援の内容から、保育士や、公認心理師とカンフ 

ァレンスを行い、個別訓練を進めています。 

 専門訓練士が子どもの発達を個人的な対応で促しています。 

年長児の小学校入学に向けて、学習支援も行っています。 
 

⑤ 発達検査と個別面談 

    公認心理師が発達検査を新版 K 式発達検査で行っています。 

保護者にお子様の状態を伝える事で、お子様の今後の支援計画 

にも役立っています。半年ごとの間隔をおいて検査を実施する 

事によってお子様の支援に関わる支援者と保護者の共通認識に 

役立っています。 

専門的に発達についての相談がすすめやすくなっています。 

   半年ごとに個別支援計画の見直しの為、個別面談を行っていま 

す。それ以外でも、保護者との面談が必要な場合は面談し、保 

護者の支援として、充分な時間をとって支援の充実を図ってい 

ます。 
 

本年も、引き続き本格的な療育センターとして発展充実させ、 

新たな「福祉型児童発達支援センター」へと繋げて行くためにも、 

また、名実ともに中南和の療育拠点として認知されるよう、専 

門性のある支援者を育成する観点から、職員間での勉強会やカ 

ンファレンスを行い、保護者にとっても利用しやすいセンターと 

して、役割を発揮していけるよう鋭意努力を重ねて参る所存であ 

ります。 

 

（６）  児童発達支援事業並びに放課後等デイサービス事業 

「ファミリーサポートかしはら（太陽
たいよう

）」 

「ファミリーサポートこおりやま（宇宙
そ ら

）」 

「ファミリーサポートせいわ（大地
だ い ち

）」 

「ファミリーサポートかしはら（大海
う み

）」 

「ファミリーサポートかしはら（銀河
ぎ ん が

）」 

「ファミリーサポートかしはら（大河
た い が

）」 

「ファミリーサポートせいわ（大地
だ い ち

の森
もり

）」 

「ファミリーサポートかしはら（はやぶさ）」 

「ファミリーサポートかしはら（りゅうぐう）」 



14 

 

「ファミリーサポートかしはら（すてっぷ） 
 

この事業は「障がい児が日常生活における基本動作を習得し、 

及び集団生活に適応することができるよう、障がい児の身体及び精

神の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な

指導及び訓練を行う」としており、成長期の児童・生徒における早

期教育・早期療育支援の立場から、お母さんの就労という家族支援

の観点からも、最も重要なサービスであります。 

また、当法人の展開する居宅介護等事業「デイケアセンターかし 

はら」の利用者として、更には、卒業後の進路として、当法人の生

活介護事業や就労系支援を選んで貰えることも、この事業の目的の

一つでもあります。 

また、法人事業収入全体の約６５％前後を占めるまでに至り、法 

人事業躍進の原動力にも成長しております。 

この事業は、事業開始直後から利用者が急激に増加し、今では、 

利用者が、特別支援学校 4 校、加えて、奈良市、生駒市、宇陀市・

奥吉野、東吉野を除く、地域の小・中学校の特別支援学級の児童生

徒、更には、就学前児通園施設「奈良県リハビリセンターのわかく

さ愛育園」「かしのき園（橿原市）、仔鹿園（奈良市）」等を卒園し

て小学校へ進学して放課後等デイサービスへの利用契約が徐々に

増加しつつあって、10 事業所の契約者数は、現在 32５名「内訳：

たいよう 19 名・宇宙
そ ら

28 名・大地
だ い ち

38 名・大海
う み

41 名・銀河 33 名・

大河 19 名・大地の森 48 名・はやぶさ 21 名・りゅうぐう 28 名・

すてっぷ 50 名」と推移しており「すてっぷ」が加わった分だけ増

加しています。 

放課後等デイサービス事業所については、全体的には契約者数の

変動はないものの、事業所別では増減がみられる。 

本年度も、まだ完全には終息していない新型コロナ等の感染防止 

に気配りしながら、魅力ある活動メニューを示し、充実した放課後 

等の支援により、更なる利用者の増加と増収に務めて参ります。 

 ただ、この度の新型コロナウイルス感染による緩和措置も解消 

され、障害福祉サービスの報酬改正に照らした運営を行って安定 

運営に向けた支援を行います。3 か月の平均利用者の定員が 125％ 

を超えないためにも、また、養護学校卒業後の進路として貰うため 

にも、西和地域での新規事業所「放課後等デイサービス事業所・生 

活介護事業所」を創設すべく、前述の通り、本年度も引き続き用地 

の確保と建設に向けた活動を推進してまいります。 
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（７） 居宅介護等事業「デイケアセンターかしはら」 

本事業は、障害のある方の休日や長期休暇等における本人の活 

動の幅を広げるための余暇活動等を支援する観点から、平成 19 年 

11 月事業開始し、令和７年４月末で 1８年 6 か月になります。 

利用者への積極的な情報提供の観点から、毎月企画発行するイ 

ベント情報も、二階堂養護学校、西和養護学校、大淀養護学校 

在学中の利用者には、毎月その都度ご本人に手渡し、それに、地

域の小・中学校の各特別支援学級の児童・生徒に配布し、本年３

月で、発行回数も 208 回/（月）を重ねるに至りました。 

その結果、学校側の理解と協力により、くち込みや積極的な広

報活動の成果もあってか、新型コロナ禍にあっても利用申し込み

があり、現契約者数が 212 名となっております。 

昨年春までは、新型コロナウイルス感染症がなかなか収束しな

かった状況下において、近隣の府県の状況により急遽の企画の変

更や、参加人数の縮小などの対策により、休日等の利用者数は平

均約３０～４０人程になることもありました。 

しかし、本年度からは周辺府県での社会資源の活用もできる状

況にもなりつつあることから、イベント利用にあたっては、引き

続き感染症等への対策を講じながら、場所によっては密集になら

ない、手洗いの励行、マスク着用の対策を施し、「絶対に感染しな

い。感染させない」を常に意識し、利用者、職員ヘルパー共々徹

底して行っていく所存であります。 

今後ともこの事業の重要性に鑑み、利用者がより一日を充実し 

て過ごせるよう、様々な資源の活用、利用者の障がい特性に沿っ 

た活動内容、さらには職員、ヘルパーが個別支援計画に基づき、 

支援技術の向上に努め、あらゆる機会を捉えて事業所の活性化を 

行っていきたいと考えております。 
 

（８） 指定「一般・特定・障害児」相談支援事業（障がい児・者相談支 

援センターなら）現在、契約者数「305 名」 

  相談支援事業は、障がい児・者の自立した生活を支えていくため、 

利用者の抱えるニーズや、課題にきめ細かく対応するとともに、必 

要な情報の提供や助言等を行い、様々な地域の資源や、契約制度の 

もとで、障がい福祉サービスを組み合わせて利用することを継続 

的に支援していくことであります。 

また、個々の利用者への支援を通じて明らかになった地域課題へ 

の対応について、地域全体で、サービス提供事業者などと連携して 

検討し、支援体制を整えて行くことが必要であります。 
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この制度は、平成２４年４月から全障がい児・者に適用実施する 

としていますが、橿原市のように市の要綱でその上限を決めており、 

障がいの状況や特性等から必要性があっても、それ以上は何として 

も支給しないと云う市町村もあります。 

○ 障害のある人やご家族が希望する生活の実現、目標の達成に

向けて作成する。 

○ 計画には、ご本人の希望や目標、支援方針、利用するサービス

などを記載する。 

と云うこのサービス等利用計画作成の趣旨や、重要性、必要性を 

尊重していない行政もあります。 

その一方で、本人の障害特性やそれを支援する家族の状況等を 

総合的に勘案して、必要な日数や時間数を支給決定している市町村

もあり、その格差が著しい状況にあることから、私たちは、当事者

が立ち上げた法人として、あくまでも利用者のサイドに立った姿勢

を貫き、地域自立支援協議会や障害者団体協議会などの運動団体と

協働して、この制度の円滑な推進と平準化に向けて市町村に求めて

いく所存であります。 


